
 
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 
 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。 

 

（
通
行
障
害
建
築
物
の
高
さ
の
要
件
） 

第
三
条 

省
令
第
三
条
に
規
定
す
る
知
事
が
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
中

心
の
高
さ
（
以
下
「
道
路
中
心
の
高
さ
」
と
い
う
。
）
が
、
建
築
物
の
敷
地
の
地
盤
面
の
高
さ
（
以
下
「

地
盤
面
の
高
さ
」
と
い
う
。
）
よ
り
高
い
場
合
と
す
る
。 

２ 

省
令
第
四
条
に
規
定
す
る
知
事
が
規
則
で
定
め
る
距
離
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
道
路
の
幅
員

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
距
離
に
、
道
路
中
心
の
高
さ
か
ら
地
盤
面
の
高
さ
を
減
じ
て
得

ら
れ
た
長
さ
を
加
え
た
距
離
と
す
る
。 

一 

十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合 

六
メ
ー
ト
ル 

二 

十
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合 

前
項
の
道
路
の
幅
員
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
距
離 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


